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公益財団法人日本スポーツ協会 服務規程 

  

第１章  総 則 

（総 則） 

第１条 この規程は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「本会」という。）
定款第 44 条に基づき、本会職員の服務について定めることを目的とする。 

 

第２章  服 務 

（職員の責務） 

第２条 職員は、本会の諸規程を遵守し、誠実にその義務を履行しなければな
らない。 

２．職員は、本会諸規程の令達を知らないことを理由として、その職務上の責
任を免れることはできない。また、職務上の疑義については、上司の指示を
受けなければならない。 

３．職員は、その職務を誠実に遂行するとともに、特に次の各号に掲げる事項
に留意し、本会の事業の発展を図らなければならない。 

（１）互いに友愛の念をもって、一致協力して職務に従事するとともに、快適
な職場環境づくりと職場秩序の維持に努めること。 

（２）許可なくして本会以外の業務に従事し、あるいは事業を営み又は報酬を
受けないこと。 

（３）自己の職務に関し、本会の内外を問わず、贈与その他の利益を受けない
こと。 

（４）本会並びに本会役員及び他の職員の名誉・信用を毀損しないこと。 

（５）本会又は職務上の機密を漏らさないこと。 

４．職員は、別に定める指針に従い、セクシュアル・ハラスメント（他の者を
不快にさせる職場における性的な言動、及び職員が他の職員を不快にさせる
職場外における性的な言動）をしてはならない。特に管理職の立場にある者
は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、セ
クシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・
ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなけ
ればならない。 

５．職員は、その職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係に基づ
いて、業務の適正な範囲を超える言動により、他の職員に精神的、身体的な
苦痛を与え、就業環境を害するようなパワーハラスメント及びその他あらゆ
るハラスメントをしてはならない。 

 

（職務に専念する義務） 

第３条 職員は、本会の規則等に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務
時間中は、本会の職務に専念しなければならない。 

 

（職務に専念する義務の免除） 

第４条 会長は、前条の規定にかかわらず、職員が本会の業務に関連のある研

修等を受ける場合、その他特に必要があると認める場合においては、職務に
専念する義務を免除することができる。 
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（過失による弁償責任） 

第５条 職員は、故意又は重大な過失によって本会に損害を及ぼしたときは、
その弁償の責を負わなければならない。ただし、事情によっては、この限り
ではない。 

 

（意見の具申） 

第６条 職員は、職務についての意見を上司に具申することができる。上司は、
具申された意見について、誠意をもって処理しなければならない。 

 

第３章  勤 務 

（勤務時間、休憩時間及び労働時間） 

第７条 勤務時間は次のとおりとする。ただし、業務の都合により変更するこ
ともある。 

月曜日から金曜日（以下平日という。） 

始業 午前 9 時 30 分 

終業 午後 5 時 30 分 

２．休憩時間は、正午から 1 時間とする。 

３．労働時間は、一週につき 35 時間とする。 

 

（早出遅出出勤による始業、終業時刻の変更） 

第８条 都合により第 7 条の始業及び終業の時刻を変更することができるもの
とし、勤務シフトは次のとおりとする。ただし、勤務シフトは、業務の都合、

または局外勤務の場合は、この限りではない。 

（１）早出 1： 9:00～17:00 

（２）早出 2： 8:30～16:30 

（３）早出 3： 8:00～16:00 

（４）早出 4： 7:30～15:30 

（５）早出 5： 7:00～15:00 

（６）遅出 1：10:00～18:00 

（７）遅出 2：10:30～18:30 

（８）遅出 3：11:00～19:00 

（９）遅出 4：11:30～19:30 

２．早出遅出出勤を希望する者は、所定の方法で申請の上、早出遅出勤務を希

望する日の前日までに所属長の承認を受けなければならない。 

３．所属長は、業務上その他の事由により、前項による早出遅出出勤の承認を
取り消すことがある。 

４．早出遅出出勤者の休憩は、前条第 2 項に規定するとおりとする。 

５．早出遅出出勤者に対して、深夜労働を命ずることはできない。 

 

（休 日） 

第９条 休日は、下記のとおりとする。 

（１）日曜日（法定の休日）・土曜日 

（２）国民の祝日・休日 

（３）年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで） 

（４）創立記念日 
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ただし、創立記念日が上記（１）、（２）の休日と重複した場合は、当該
日の前日若しくは翌日に振り替えるものとする。 

 

（時間外労働及び休日出勤） 

第 10 条 業務の都合でやむを得ない場合、労働時間の延長及び休日出勤を命
ずることがある。 

２．労働時間の延長に対しては時間外労働手当を支給し、休日出勤に対しては
振替休日を与える。 

  ただし、職員が法定休日に勤務し振替休日を取得できなかった場合は、休
日出勤手当を支給することができる。 

３．前項の振替休日については、休日出勤の前日までに休日を指定する。  

４．時間外労働及び休日出勤は、所轄労働基準監督署長に届け出た「時間外労
働・休日労働に関する協定届」の範囲とする。 

 

（出勤の禁止及び制限） 

第 11 条 本会は、次の各号の 1 に該当する職員の出勤を禁止し又は退出を命
じ若しくはその就業を制限することができる。 

（１）「労働安全衛生規則」第 61 条及び「感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律」に定める疾病にかかった者 

（２）勤務のため病勢が悪化するおそれがある疾病に罹っている者 

（３）その他職場の秩序を乱し、安全を害する恐れがあると認められる者 

 

（出 張） 

第 12 条 業務のため職員に出張を命ずることがある。出張については、別に定
める。 

 

第４章  休 暇 

（休 暇） 

第 13 条 休暇は、年次休暇、特別休暇及び病気休暇とし、有給とする。 

 

（年次休暇） 

第 14 条 職員は、事務の繁閑を図り毎年度 20 日の年次休暇を受けることがで
きる。ただし、当年度に採用された職員については、次の各号に定める日数

とする。 

（１）6 月末日までに採用された者 16 日 

（２）7 月以降 9 月までに採用された者 11 日 

（３）10 月以降 12 月までに採用された者 6 日 

（４）前号以外の者 2 日 

２．年次休暇の未使用日数は、翌年度に繰り越すことができる。ただし、未使
用日数が 20 日を超える場合は、20 日を限度とする。 

３．第 1 項又は第 2 項の年次休暇は、職員があらかじめ請求する時季に取得さ
せる。ただし、職員が請求した時季に年次休暇を取得させることが本会の正
常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。 

４．前項の規定にかかわらず、職員代表との書面による協定により、各職員の

有する年次休暇日数のうち 5 日を超える部分について、あらかじめ時季を指
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定して取得させることがある。 

 

（特別休暇） 

第 15 条 職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間の特別休
暇を受けることができる。 

（１）業務上の負傷又は疾病により療養を要する場合 必要な期間 

（２）選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間 

（３）第 11 条第 1 号に規定する疾病予防のため交通を遮断された場合（ただ
し、本人が罹病したときを除く。） 必要な期間 

（４）交通事故、又はその他の事故により交通が遮断され、通勤できない場合 
必要な期間 

（５）その他前各号に準ずる場合でその事由が適当と認められるとき      

必要な期間 

（６）夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家族生活の
充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合  

原則として年の 7 月から 9 月の期間内における、勤務を要しない日及び
休日を除く月曜日から連続する 5 日間 

（７）親族（次表の親族欄に掲げる親族に限る。）が死亡した場合で、職員が葬
儀、服喪その他の親族の死亡にともない必要と認められる行事等のため
勤務しないことが相当であると認められるとき  

親族に応じ同表の日数欄に掲げる日数（葬儀のため遠隔の地に赴く場合
にあっては、往復に要する日数を加えた日数） 

親        族 日数 

配偶者 10 日 

父母、生計を一にしている配偶者の父母 7 日 

子 5 日 

祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母、 

父母の配偶者、子の配偶者 

3 日 

孫 2 日 

おじおば、兄弟姉妹の配偶者、 

配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母、 

配偶者のおじおば 

1 日 

（８）配偶者及び 1 親等の親族の疾病看護をする場合 7 日以内 

（９）産前産後の場合 100 日以内 

（10）生後 1 年に達しない生児を育てる女性職員がその生児の保育のために必
要と認められる授乳等を行う場合 1 日 2 回それぞれ 30 分又は 1 日 1

回 1 時間 

（11）生理日において勤務が著しく困難であると認められる場合 職員が請求
した期間のうち 2 日 

（12）結  婚 

本人の場合 7 日以内 

子及び兄弟姉妹の場合 1 日 

（13）配偶者出産の場合 3 日 

（14）父母の死後 15 年以内に行われる追悼のための特別な行事のため勤務し
ないことが相当であると認められる場合 1 日（行事のため遠隔の地に
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赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数） 

（15）地震、水害、火災その他の災害により職員の住居が滅失又は損壊した場
合 7 日以内 

 

（病気休暇） 

第 16 条 職員は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことが
やむを得ないと認められる場合には、病気休暇を受けることができる。 

２．前項の病気休暇の期間は、当該療養のための病気休暇の開始日から起算し
て 90 日を限度に必要最小限度の期間とする。 

 

（休暇の単位） 

第 17 条 休暇の単位は、1 日又は 1 時間とする。ただし、特に必要があると認
められる場合は、1 時間に満たない時間で与えることができる。 

 

（特別休暇及び病気休暇の承認） 

第 18 条 所属長は、特別休暇又は病気休暇の請求について、第 15 条及び第 16

条に該当すると認める場合は、これを承認しなければならない。ただし、業
務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成すること
ができると認められる場合は、この限りでない。 

 

（休暇の手続） 

第 19 条 職員は、休暇を受けようとするときは、あらかじめ所定の方法により

申請し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他
やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかったときには、その事由を
付して事後において承認を求めることができる。 

２．所属長は、特別休暇に関し、その事由を確認する必要があると認める場合
には、証明書類の提出を求めることができる。 

３．所属長は、病気休暇を承認するときには、医師の証明書等その勤務しない

事由を十分明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。 

４．職員は、休暇が連続 3 日以上にわたるときには、あらかじめ連絡先を届け
出なければならない。 

 

第５章  出勤、退出及び欠勤 

（出勤及び退出） 

第 20 条 職員は、出勤及び退出時にその時刻を自ら所定の方法により記録し
なければならない。 

２．局外勤務のため前項の記録をできない者は、あらかじめ所定の方法により、
局外勤務申請をしなければならない。 

３.テレワーク勤務については別に定める。 

 

（欠 勤） 

第 21 条 第 14 条、第 15 条及び第 16 条の規定に該当する場合のほか、職員
は、やむを得ない事由により欠勤するときは、あらかじめその理由並びに予
定日及び予定時間を所属長に届け出なければならない。ただし、あらかじめ

届け出ることができなかったときは、欠勤中又は出勤後直ちに届け出なけれ
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ばならない。 

２．職員の遅刻及び早退等の欠務時間は、8 時間をもって 1 日の欠勤に換算す
る。 

 

第６章  休職、復職及び育児休業、介護休業等 

（休 職） 

第 22 条 職員が次の各号の 1 に該当するときは、休職とすることができる。 

（１）本会の都合によって必要と認めたとき。 

（２）業務以外の傷痍疾病によって長期の療養を要するとき。 

（３） 第 11条第 1号により就業を禁止された者で、休職を必要と認めたとき。 

（４）刑事事件に関し起訴されたとき。 

（５）本人の願い出を適当と認めたとき。 

 

（休職の期間） 

第 23 条 前条による休職の期間は、次の各号による。 

（１）前条第 1 号の場合 必要な期間 

（２）前条第 2 号の場合 3 か年以内 

（３）前条第 3 号第 4 号及び第 5 号の場合 必要な期間 

 

（復 職） 

第 24 条 休職の事由が消滅したときは、原則として休職となった当時の職務
に復職させる。ただし、本会の都合又は本人の健康状態によっては、この限

りではない。 

 

（休職者の給与） 

第 25 条 休職者の給与は、別に給与規程で定める。 

 

（休職期間の勤続年数への算入） 

第 26 条 休職期間の勤続年数への算入は、次のとおりとする。 

（１）第 22 条第 1 号及び第 3 号によるときは、その期間 全部 

（２）第 22 条第 2 号及び第 4 号によるときは、その期間の 2 分の 1 

（３）第 22 条第 5 号によるときは、算入しない。 

 

（育児休業、介護休業等） 

第 27 条 育児休業及び介護休業等については、別に定める。 

 

第７章  退職及び解雇 

（退 職） 

第 28 条 退職とは、次の各号に定めるものを指し、それぞれ給与規程に定める
退職手当を支給する。 

（１）普通退職 

勤続 1 か年以上で本人の都合によるもの。ただし、やむを得ない事情
のある場合を除き退職を希望する日の 30 日前に退職願いを提出し、承認
を受けなければならない。 

（２）定年退職 
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職員の定年は 65 歳とし、退職の日は、当該年度の 3 月 31 日とする。 

（３）整理退職 

本会の都合による定員の減少及び組織機構の改廃等により解職した場
合。なお、解職の日は、30 日前に予告するものとする。 

（４）早期退職 

前第 2 号の 65 歳の定年退職対象者の内、60 歳に達した直後の 3 月 31

日以降に退職を希望する場合。 

（５）死亡退職 

業務上と認められる傷痍疾病が原因で死亡した場合。 

（６）業務上の傷痍疾病による退職 

傷痍疾病の原因が業務上であると認められ、それにより業務に堪えら

れず退職した場合。 

 

（解 雇） 

第 29 条 職員が次の各号の 1 に該当するときは、解雇することができる。 

（１）精神又は身体の障害のため業務に堪えられないと認めたとき。 

（２）休職によりその期間が消滅してもなお就業できないと認めたとき。 

（３）懲戒解雇処分が決定したとき。 

（４）勤務成績が著しく劣悪で、職員として不適当と認めたとき。 

２．職員を解雇するときは、前項第 3 号を除き 30 日前に予告しなければなら
ない。 

 

第８章  安全衛生及び災害補償 

（遵守義務） 

第 30 条 職員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必
要な措置を講ずる。 

２．職員は、安全衛生に関する法令及び本会の指示を守り、本会と協力して労
働災害の防止に努めなければならない。 

 

（健康診断） 

第 31 条 職員は、毎年定期に 1 回、別に定める医療機関における健康管理の
ための半日人間ドックの入院検査を行なう。 

２．職員は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。 

３．半日人間ドック入院検査の診断結果に基づき、必要に応じ職員に対して休
養を命ずる等健康保持に必要な措置を講ずるものとする。 

 

（安全衛生教育） 

第 32 条 職員に対し、雇い入れ及び配置換えの際等に、その従事する業務に必
要な安全衛生教育を行う。 

 

（健康管理上の個人情報の取り扱い） 

第 33 条 本会への提出書類及び身上その他の個人情報並びに健康診断書その
他の健康情報は、労務管理、賃金管理、健康管理、人事管理の目的のために
利用する。 

２．職員の定期健康診断の結果、職員から提出された診断書、産業医等からの



 8  

 

意見書その他職員の健康管理に関する情報は、職員の健康管理のために利用
するとともに、必要な場合には産業医等に診断、意見聴取のために提供する
ものとする。 

 

（業務上の災害の補償） 

第 34 条 職員の業務上の災害に対する補償については、別に給与規程で定め
る。 

 

第９章  表 彰 

（表 彰） 

第 35 条 次の各号の 1 に該当する職員を表彰する。 

（１）永年勤続者 （イ）20 年、（ロ）30 年 

（２）品行方正かつ執務に誠実で職員の模範となる者 

（３）その他特に篤行又は功労のあった者 

２．前項の該当者に対する表彰は、次のとおりとする。 

20 年 100,000 円又はこれに相当する記念品 

30 年 200,000 円又はこれに相当する記念品 

３．第 1項第 1号を除く表彰決定及び規程その他については、理事会で定める。 

 

第１０章  懲 戒 

（懲 戒） 

第 36 条 職員に次の各号の 1 に該当する行為があったときは懲戒することが

できる。 

（１）本会の諸規程に違反することが著しいとき。 

（２）刑事事件に関し有罪判決が確定したとき。 

（３） 業務上と否とを問わず、著しく本会の信用を害し又は体面を汚したとき。 

（４）本会の機密を漏らしたとき。 

（５）上司の命令及び指示に従わないとき。 

（６）部下の指導監督上に重大な過誤があったとき。 

（７）不正行為があったとき。 

（８）その他著しく不都合な行為があったとき。 

２．懲戒は、懲戒解雇、降任降格、減給及び戒告の 4 種とする。 

（１）懲戒解雇 懲戒として予告なしに即時解雇する。 

（２）降任降格 役職身分による職位及び等級を下げる。 

（３）減  給 1 か月以上 6 か月以内の期間本給の 10 分の 1 以内を減ずる。 
（４）戒  告 始末書をとり将来を戒める。 

３．前項第 1 号、第 2 号及び第 3 号の懲戒の判定については、その都度、専務
理事又は会長が指名する常務理事（以下常務理事という。）を長とする査問委
員会を設けて行う。第 4 号については、専務理事又は常務理事が決定する。 

４．査問委員会の構成その他については、別に定める。 

 

第１１章  辞 令 

（辞 令） 

第 37 条 職員の任免、昇給及び給与の決定並びに異動等は、辞令の交付又は通

知書により行なう。 
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２．職員に対し懲戒を行ない、又は休職若しくは復職を命ずるときも同様とす
る。 

 

第１２章 母性健康管理 

 

（妊娠中等の通院） 

第 38 条 妊娠中及び出産後 1 年以内の職員が母子健康法による健康診査等の
ために勤務時間内に通院する必要がある場合は、「健康診査・保健指導申請書」
の提出により次の時間内通院を認める。ただし、妊娠しているかどうかを診
断する通院は含まないものとし、医師等の指示がある場合は、その指示によ
る回数とする。 

 （1）妊娠 23 週まで      4 週間に 1 回 

 （2）妊娠 24 週から 35 週まで  2 週間に 1 回 

（3）妊娠 36 週以降      1 週間に 1 回 

（4）出産後 1 年以内      医師等の指示による回数 

２．前項の通院については、第 15 条第 5 号に定める 1 時間単位の特別休暇の
取得を認める。 

 

（通勤緩和措置） 

第 39条 妊娠中の職員が、健康診査等において医師等から指導を受けた場合、
本人の請求により次のことを認める。 

（1）始業時刻を 30 分または 1 時間繰り下げること 

（2）通勤経路の変更 

 

（休憩の措置） 

第 40 条 妊娠中の職員が、勤務中、業務を負担に感じる場合は、本人の請求に
より、第 7 条第 2 項の休憩以外に適宜休憩することを認める。 

２．前項の休憩時間は、有給とする。 

 

（症状等に対応する措置） 

第 41 条 妊娠中及び出産後 1 年以内の職員が、医師等から、勤務状態が健康
状態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合は、「母性健康管理指導事項連絡カ
ード」に基づき、勤務時間の短縮及び休業等を認める。 

２．前項の措置については、第 15 条第 5 号に定める 1 時間単位又は 1 日単位
の特別休暇の取得を認める。 

 

（時間外労働、休日出勤、深夜労働の制限） 

第 42 条 妊娠中及び出産後 1 年以内の職員が請求した場合は、時間外労働、
休日出勤、深夜労働を命じてはならない。 

 

（その他の措置） 

第 43 条 妊娠中及び出産後 1 年以内の職員が申し出た場合は、医師等による
具体的な指導がない場合でも、第 39 条から第 41 条に定める措置又はそれに
準じた措置を行うものとする。 
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第１３章  その他 

（嘱託の服務） 

第 44 条 事務局規程第 35 条に定める嘱託については、第 28 条を除き本規程
を準用する。 

 

附 則 

１．本規程は、昭和 55 年 7 月 15 日から施行する。 

２．本規程は、平成 3 年 4 月 1 日から施行する。 

３．本規程は、平成 4 年 4 月 1 日から施行する。ただし、平成 4 年 4 月 1 日付
任用の事務局長については、平成 5 年 3 月 31 日までの間第 22 条第 2 項の規

定は、適用しないものとする。 

４．本規程は、平成 6 年 6 月 1 日から施行する。 

５．本規程は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

６．本規程は、平成 13 年 6 月 1 日から施行する。 

７．本規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

８．本規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

９．本規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

10．この規程は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23 年 4 月
1 日）から施行する。 

11．本規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

12．本規程は、平成 25 年 11 月 13 日から施行する。 

13．本規程は、平成 29 年 1 月 1 日から施行する。 

14．本規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

15．本規程は、平成 29 年 6 月 23 日から施行する。 

16．本規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

17．本規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

18．本規程は、令和元年 6 月 21 日から施行する。 

19．本規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

20．本規程は、令和 2 年 11 月 12 日から施行する。 

21．本規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

22．本規程は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

23．本規程は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

24．本規程は、令和 6 年 4 月 17 日から施行する。 

 


